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論文審査の結果の要旨 

  本論文は、制度・組織の設計と評価に関する三つの理論研究からなる。第 2 章は代理

人を複数期間雇って働かせる場合の、最適な業績評価のあり方を論ずる。第 3 章では、

日本の花卉卸売市場で採用されている競売のルールに均衡分析を適応し、その性能を評

価する。第 4 章は、日本や英国で見られる政治形態である二院制の機能を、情報の面か

ら捉えたものである。いずれの研究も、情報の非対称性のもとでの多期間にわたる人間

の行動の制御にかかわるものであると同時に、現実に観察される制度・組織の設計に厳

密な理論分析を適用するところに特徴がある。 

 第 2 章では、多期間にわたって雇用される代理人のパフォーマンスを、もっぱら最終

的な結果のみによって評価するのが最適であるのはどのようなときかを明らかにするも

のである。たとえば、学生の成績評価をする際に、宿題と期末試験の両方が利用できる

のに、もっぱら期末試験のみで成績を評価することは広く行われている。研究開発プロ

ジェクト担当者の評価も、開発過程のもろもろの中間的な成果よりも、最終的な結果の

如何によることが多い。このような単純な評価の仕方が最適になる条件を、理論的に求

めたのが第 2 章の研究である。最適な報酬体系の設計の基本定理である Holmstrom の十

分統計量理論によると、代理人が 1 期間だけ働くケースにおいては、隠された行動の変

化を統計的に検出するために有用な情報すべてに代理人の報酬は影響を受けることにな

る。これに対して、第 2 章の研究では、動学的な問題においては、そのような情報のか

なりの部分か利用されないことが起こりうることを示している。このようなことを引き

起こす重要な要因は、各期の努力水準が、その期の成果だけでなく、将来の成果にも影

響を与えるということである。このような、各期の努力水準の持続的な影響力が強い場

合には、最終期間の努力を引き出すために最終期間の報酬を最終的な結果に依存させる

と、以前の期間においても代理人は自発的に努力をする可能性が出てくる。第 2 章の研

究は、こうしたことが成り立つための条件を、1 階の確率優位 (first order stochastic 

dominance) の概念を使ってコンパクトな形で提示している。 

 第 3 章は、日本の花卉卸売市場の多くで 1990 年以降採用された、独自の競売方式の分

析である。卸売市場一般で採用されている競売方式には、「上げぜり」と「下げぜり」の



２種類がある。「上げぜり」はイギリス式競売とも呼ばれ、せり人が価格をつりあげて行

き、最後に残ったものが財を手に入れる方式である。「下げぜり」とは、機械式の表示板

上で値段が下がってゆき、最初にボタンを押してこれを止めたものが財を手に入れる方

式である。「下げぜり」は、オランダの花卉市場で古くから用いられている方式であり、

オランダ式競売とも呼ばれる。日本では従来、花卉卸売市場は（他の卸売市場と同様の）

上げぜり方式を採用していたが、１９９０年に東京の花卉市場の一つである大田花卉が

下げぜり方式を採用した。その際に、下げぜりのルールに「マリ」と呼ばれる独自のス

テップが追加され、その後下げぜり方式を採用した日本の１５の花卉市場もみな、この

新たなルールを採用している。 

 「マリ」のない本来の下げぜり方式の欠点は、時間がかかるということである。いま、

１０単位の財が売りに出され、それぞれの買い手は財を 1 単位需要しているとしよう。

上げぜりの場合は、値段を上げていってちょうど 10 人の買い手がのこることろに到達す

れば、10 単位の財は一挙に売れる。これに対して、下げぜりでは、一定の開始価格から

下降してゆく価格を最初にボタンを押して値段を止めたものが、その値段でまず 1 単位

財を買う。のこった 9 単位の財は、同じ開始価格から価格を下降させて、同じように売

ってゆく。このため、10 単位のものを売るためには、基本的に 10 回下げぜりをくり返

すことになる。 

 「マリ」というルールは、この欠点を次のようなやり方で緩和しようとするものであ

る。「マリ」のもとでは、最初にボタンを押した者が財を 1 単位購入したあと、そのとき

の価格で財を買うものがほかにいないかどうかを募る。もし 9 人以下の応募があれば、

応募者はみなその価格で財を購入する。応募者が９人を超えた場合は、ランダムに選ば

れた 9 人が購入する。こうした「マリ」のあとでも財が売れ残っている場合には、再び

開始価格から価格を下降させて残りを売る（以下くりかえし）。 

 「マリ」の下では、下げぜりのくり返し回数が減らされ、販売がスピードアップされ

ることが期待できそうである。しかし、理論的に見た場合、果たしてマリが有効に機能

するかどうかはまったく明らかではない。第３章は、このルールに対して初めて均衡分

析を適用し、その性能評価を与えるものである。 

 理論モデルでは、各買い手は高々1 単位財を購入するものとし、各買い手の財に対する

評価は独立な [0, 1] 上の一様分布に従っている。また、簡単化のためマリは 1 回のみと

し。マリで売れ残った財はくり返しの下げぜりで販売されるとする。このような仮定の

下で、第 3 章はマリのあるせり下げの対称均衡を特定することに成功した。 

 均衡分析で分かった第 1 の点は、マリの導入は非効率性を引き起こすということであ



る。マリのないせり下げでは、最も財を評価する者が財を購入することが知られている

が、マリがある場合はこの性質が崩れる。その理由は、均衡においてはマリで存在する

財の数より多い人数の買い手がつくことが、一定の確率で発生するためである。このと

き、ランダムに買い手が選択される結果、必ずしも財を高く評価するものの手に財が渡

らない可能性が出てくるのである。 

 均衡分析が明らかにする第２の点は、こうしたマリの持つ非効率性と、マリの利点を

厳密に比較することである。マリの潜在的な利点は、せり下げを繰り返す回数を減らし、

販売のスピードアップを図ることである。第 3 章は、後者を計測する指標として、均衡

において、売りに出される財がマリで売れる割合を計算する。これが１に近づくと、財

はほぼマリ 1 回で売れるため、販売は速やかに終了する。第３章の分析は、財の数と買

い手の数が（両者の比率を変えないように）増加すると、この割合が１に近づくことを

証明した。その一方で、マリの持つ非効率性の指標として、最大化された余剰の何割が

マリの均衡で犠牲になるか計算する。この指標は、財の数と買い手の数が増加すると、

ゼロに収束することが証明される。さらに、数値計算によると収束は早く、買い手の数

が１０人程度でも、二つの指標は収束先に近い値を取ることが明らかにされる。 

 このことから、マリという競売のルールは、現実的な人数の買い手が参加するケース

では、わずかなコスト（非効率性）で大きく販売をスピードアップさせる機能を持つこ

とが明らかにされた。マリは日本独自の制度であるものの、それを採用する大田花卉は

世界３位の規模を持つ市場であるため、その機能をこのように特定したことには大きな

意義がある。第３章は北原稔氏との共著であるが、研究計画の策定、理論分析の両面で、

両氏の同等の貢献が認められる。 

 第４章は、イギリスや日本で見られる二院制という政治制度が、効率的に情報を使っ

た意思決定をするために役だつということを、理論モデルで分析したものである。モデ

ルは離散無限期間を持ち、奇数期に上院の選挙が、偶数期に下院の選挙が行われる。各

期間の社会にとって望ましい政策は A,B のどちらかであり、これがマルコフ過程で推移

する。二大政党があるとし、一方は政策 A を、もう一方は政策 B を実行しようとする。

各期間の選挙では、その期に望ましい政策を取ろうとする政党が、一定の確率で過半数

の議席を獲得することが仮定される。政策の決定には上院と下院の合意が必要であり、

双方の合意が得られない場合は、前期の政策がそのまま継続される。 

 第４章は、二院制の機能を明らかにするために、このような状況で議会が一つである

場合と比較を試みる。望ましい政策の遷移に慣性があり、今期に望ましい政策は次期に

も望ましい確率が高い場合には、二院制のほうが望ましい政策を実行する可能性が高く



なることが、動的計画法を使った分析で示される。本研究は、査読付き国際学術誌であ

る International Review of Law and Economics に、条件付きで掲載を許諾されている。 

 以上のような内容と意義をもつ本研究ではあるが、いくつかの改良の余地がないわけ

ではない。 第２章の研究に対しては、最終結果のみで業績を評価する実例を、さらに広

い範囲で見つけることが要望された。また、相互に影響を及ぼしあう業務を逐次こなし

てゆく場合に、どのような順番で業務を遂行させたら良いかという、職務設計の理論に

本研究を応用できるのではないかという示唆がなされた。第３章については、通常の下

げぜりと、マリの有るケースのどちらが高い売り上げをもたらすかを、理論的に分析す

ることが出来るのではないかという示唆がなされた。また、財に対する評価が一様分布

であると仮定されているが、これをはずした場合の分析はどうなるかという質問があっ

た。この二つの論点については、北原氏とすでに検討を始めており、一定の結果を得て

いるという答えがなされた。 審査委員全員の意見として、第３章の研究は、現実の制度

の詳細な特徴を説明するものであることと、そのためにかなり複雑となる状況を巧妙な

手法で分析した点で、特に高く評価された。第４章については、理論モデルと日本の政

治状況の現状の関連について質問が出された。 

 以上のようにいくつかの要望・示唆が出されたが、本論文は全体として学位申請論文

としての要件を十分に満たしており、博士（経済学）の学位授与に値するものとの結論

に、審査委員全員が一致して到達した。 
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